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自己紹介

【薬学教育モデル・コアカリキュラムとの関り】

・現行コアカリ

薬学会教育委員会（薬学基礎・生物系）

・改訂コアカリ

６年制薬学教育制度調査検討委員会（私立薬大協：衛生薬学、薬学研究）

薬学教育モデル・コア・カリキュラムに関する専門研究委員会（薬学教育協議会：〃）

実務実習ガイドライン改訂WG（薬学教育協議会）

【薬学教育との関り】

・薬学教育評価機構

評価委員会、薬学教育質保証委員会

・薬学教育協議会

認定実務実習指導薬剤師養成研修委員会

・国公立大学

薬学６年制教育研究検討委員会

・文部科学省

薬学部教育の質保証専門小委員会



今日のお話し

１ 薬学６年制教育の体制とモデル・コア・カリキュラム

２ 社会から求められる薬剤師の養成

３ 薬学教育の質保証とカリキュラム

４ 薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂

５ 「F 薬学臨床（実務実習）」から「F 臨床薬学」へ

６ 薬学実務実習ガイドラインの改訂

７ 薬学実践実習の実施
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薬学教育の修業年限延長の趣旨を踏まえ、

今後薬学教育関係者の間で真摯に取り組まれることが

必要な事項について提言

【内 容】

（１） 第三者評価の体制の整備（教育の質の保証）

（２） 実務実習の指導体制整備

（３） 共用試験の実施に向けた検討

（４） 実務実習時の患者の安全確保、責任体制の明確化、事故

防止・発生後の対応

（５） 関係行政機関、関係団体等の協議の場の設置

中央教育審議会の提言
【 2004年（平成16年）9月・大学分科会 】
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新薬剤師養成問題懇談会（新六者懇）

【構成６団体】

・文部科学省（高等教育局医学教育課）
・厚生労働省（医薬食品局総務課）
・一般社団法人日本病院薬剤師会
・公益社団法人日本薬剤師会
・国公立薬学部長（科長・学長）会議
・社団法人日本私立薬科大学協会

【オブザーバー６団体】

・全国薬科大学長・薬学部長会議
・公益社団法人日本薬学会薬学教育委員会
・一般社団法人薬学教育協議会
・公益社団法人日本薬剤師研修センター
・特定非営利活動法人薬学共用試験センター
・一般社団法人薬学教育評価機構

  2016年 日本薬学教育学会の設立



薬学教育協議会

日本薬剤師研修センター

薬学共用試験センター

薬学教育評価機構

日本薬学会

○ 薬学教育委員会を設置し、モデル・コアカリキュラム改訂や、薬剤師教育の充実、
学士力・博士力の向上、生涯研鑽等に関する事業を実施。

○ 全国８地区に病院・薬局実務実習調整機構を設け、薬学教育者ワークショップや
実務実習のマッチングを実施。

○ 薬剤師の生涯学習支援や、認定実務実習指導薬剤師等の養成・認定事業を実施。

○ 薬学共用試験（ＣＢＴ・ＯＳＣＥ）を統括。

○ 薬学教育の質の保証と向上を目的とした薬学教育第三者評価を実施。

薬学教育改革支援体制

2022年（令和４年）4月から

薬学教育学会

○ 薬学教薬学教育に関する研究の充実発展及びその成果の普及。
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薬剤師養成教育の「質の保証」

「命」にかかわるプロフェッショナルの養成

薬剤師の資格を得るための国家試験受験資格は
“薬学部の6年制課程を正規に修了すること”

であり、卒業が資格取得の要件。

“命” にかかわるプロフェッショナルの養成には、
単なる専門知識の集積ではなく、臨床を重視した学士課程教育による 

“全人的教育と一体となった専門教育” 
が必要であり、

社会はその教育プログラムを個々の大学・学部に委ねている。



知識偏重ではなく、技能、態度もバランスよく教育するための
モデル・コアカリキュラム

を作成する。

６年制薬学教育において、

科学の進歩に合った学生の育成、社会の要求を満たす学生の育成には、

教育内容の見直しが必要。

６年制薬学教育に対応するカリキュラム

「命」にかかわるプロフェッショナルの養成



文部科学省(平成15年12月)

「事前学習・病院実習・薬局実習モデル・コアカリキュラム」

病院実習
108 項目
22週間

薬局実習
116 項目
２2週間

事前学習
77 項目

薬学教育モデル・コアカリキュラム 

薬学教育モデル・コアカリキュラム

日本薬学会 （平成14年８月） 

「薬学教育モデル・コアカリキュラム」

1,446項目 実務実習を除いたカリキュラムの約7割に相当
残り3割は大学の特徴を出す科目



文部科学省

文部科学省・大学における医療人養成推進等委託事業

日本薬学会教育委員会

モデル・コアカリキュラムの改訂に関する調査研究委員会

（全薬系大学＋病院薬剤師会＋薬剤師会）

 2013年12月に改訂が完了

 2015年度入学生から適用

 2019年度から改訂コアカリに対応した実務実習が開始

平成25年（H25）改訂薬学教育モデル・コアカリキュラム



薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂

H25改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムのポイント

１．「薬剤師として求められる基本的な資質」に基づいて
GIO、SBOsを見直すこと。

２．学習成果基盤型教育（Outcome-based Education 
(OBE)）の考え方を導入すること。

３．改訂後のカリキュラムで学んだ学生が社会に出た時
（10年後）の薬剤師が必要とする新たな内容を含むこと。
従って、現行のカリキュラムの枠を超えた議論が必要。



【改訂前（薬学教育）】

A  全学年を通して
：ヒューマニズムについて学ぶ

B  イントロダクション

C  薬学専門教育（C1-C18）

【改訂前（実務実習）】

Ⅰ  実務実習事前学習

Ⅱ  病院実務実習

Ⅲ  薬局実務実習

A  基本事項

B  薬学と社会

C  薬学基礎

D  衛生薬学

E  医療薬学

F  薬学臨床（実務実習）

G  薬学研究

【改訂モデル・コアカリキュラム（現コアカリ）】

H25改訂薬学教育モデル・コアカリキュラムの構成



薬剤師として求められる基本的な資質（1） 

豊かな人間性と医療人としての高い使命感を有し、生命の尊さを深く認識し、生涯にわたって薬の

専門家としての責任を持ち、人の命と健康な生活を守ることを通して社会に貢献する。

６年卒業時に必要とされている資質は以下の通りである。

（薬剤師としての心構え）

医療の担い手として、豊かな人間性と生命の尊厳について深い認識をもち、人の命と健康な生活を守

る使命感、責任感および倫理観を有する。

（患者・生活者本位の視点）

患者の人権を尊重し、患者及びその家族の秘密を守り、常に患者・生活者の立場に立って、これらの

人々の安全と利益を最優先する。

（コミュニケーション能力）

患者・生活者、他職種から情報を適切に収集し、これらの人々に有益な情報を提供するためのコミュ

ニケーション能力を有する。

（チーム医療への参画）

医療機関や地域における医療チームに積極的に参画し、相互の尊重のもとに薬剤師に求められる行動

を適切にとる。



薬剤師として求められる基本的な資質（2） 

（基礎的な科学力）

生体及び環境に対する医薬品・化学物質等の影響を理解するために必要な科学に関する基本的知識・
技能・態度を有する。

（薬物療法における実践的能力）

薬物療法を主体的に計画、実施、評価し、安全で有効な医薬品の使用を推進するために医薬品を供
給し、調剤、服薬指導、処方設計の提案等の薬学的管理を実践する能力を有する。

（地域の保健・医療における実践的能力）

地域の保健、医療、福祉、介護および行政等に参画・連携して、地域における人々の健康増進、公衆
衛生の向上に貢献する能力を有する。

（研究能力）

薬学・医療の進歩と改善に資するために、研究を遂行する意欲と問題発見・解決能力を有する。

（自己研鑽）

薬学・医療の進歩に対応するために、医療と医薬品を巡る社会的動向を把握し、生涯にわたり自己研
鑽を続ける意欲と態度を有する。

（教育能力）

次世代を担う人材を育成する意欲と態度を有する。



（１）薬学臨床の基礎

①早期臨床体験

②臨床における心構え

③臨床実習の基礎

（２）処⽅せんに基づく調剤

①法令・規則等の理解と遵守 

②処方せんと疑義照会 

③処方せんに基づく医薬品の調製 

④患者・来局者応対、服薬指導、患者教育

⑤医薬品の供給と管理

⑥安全管理 

H25改訂モデル・コアカリキュラム：F 薬学臨床（実務実習）

（３）薬物療法の実践

①患者情報の把握 

②医薬品情報の収集と活用 

③処方設計と薬物療法の実践

 （処方設計と提案）

④処方設計と薬物療法の実践

 （薬物療法における効果と副作用の評価）

（４）チーム医療への貢献

①医療機関におけるチーム医療

②地域におけるチーム医療

（５）地域の保健・医療・福祉への参画

①在宅医療・介護への参画

②地域保健への参画

③プライマリケア、セルフメディケーションの実践

④災害時医療と薬剤師



〇 厚労省・薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会（2020.7～）

2021.6 「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会とりまとめ」

〇 文科省・「大学における医療人養成の在り方に関する調査研究」

・6年制薬学教育制度調査検討委員会（私立薬大協：2019.12～2022.3）

〇 文科省・薬学系人材養成の在り方に関する検討会（2021.8～）

・薬学教育モデル・コア・カリキュラムに関する専門研究委員会

・薬学部教育の質保証専門小委員会

・薬学教育調査・研究・評価委員会（薬学教協議会：2022.4～）

2022.8 「６年制課程における薬学部教育の質保証に関するとりまとめ」

令和４年度の薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂

● 社会が求める薬学部教育・薬剤師養成へ向けて
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薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 とりまとめ



23



●薬局及び医療機関の薬剤師の業務（調剤業務、ICT対応）
・対人業務の充実と対物業務の効率化のためには、薬剤師しかできない業務に取り

組むべきであり、それ以外の業務は機器の導入や薬剤師以外の者による対応等を
更に進めるため、医療安全の確保を前提に見直しを検討することが必要である。
（本検討会で引き続き検討）

・電子処方箋や電子版お薬手帳等のICT化による情報共有、薬局・医療機関等の間
での連携方策に取り組むべき。

●薬剤師の資質向上（卒後研修、生涯研修・専門性）
・臨床実践能力の担保のためには、薬学教育での実習・学習に加えて、免許取得直

後の臨床での研修が重要であり、卒前（実務実習）・卒後で一貫した検討が必要
である。研修制度の実現に向けて、卒前の実務実習との関係性を含め、研修プロ
グラムや実施体制等について検討すべき。

・生涯研修として薬剤師認定制度認証機構（CPC）の認証を受けた研修機関が実施
する研修を活用すべき。

・学会等で行われている薬剤師の専門性の認定に関しては、第三者による確認など、
認定の質の確保について検討が望まれる。

薬剤師の業務・資質向上



る。

  



今日のお話し

１ 薬学６年制教育の体制とモデル・コア・カリキュラム

２ 社会から求められる薬剤師の養成

３ 薬学教育の質保証とカリキュラム

４ 薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂

５ 「F 薬学臨床（実務実習）」から「F 臨床薬学」へ

６ 薬学実務実習ガイドラインの改訂

７ 薬学実践実習の実施



27



●養成（入学定員、薬剤師確保）

・将来的に薬剤師が過剰になると予想される状況下では、入学定員数の抑制も含め教
育の質の向上に資する、適正な定員規模のあり方や仕組みなどを早急に検討し、対
応策を実行すべき。

・合わせて、薬剤師の確保を含め、偏在を解消するための方策を検討することが重要
であり、地域の実情に応じた効果的な取組を検討すべき。

・今後も薬剤師の業務実態の把握、継続的な需給推計を行い、地域偏在等の課題への
対応も含めた検討に活用すべき。

薬剤師の養成等



●薬学教育（カリキュラム、教員、卒業までの対応）

・薬学教育モデル・コアカリキュラムの見直しを検討する際には、本とりまとめの
今後の薬剤師が目指す姿を踏まえたカリキュラムとすべき。

・カリキュラムは、臨床に関する内容、在宅医療への対応のための介護分野の内容、
OTCの対応や健康サポート機能への取組により地域住民の健康増進を進めるため
の内容、感染症や治療薬・ワクチンに係る内容、コミュニケーション能力に係る
内容についても、さらに充実すべき。

・研究能力を持つ薬剤師の育成も重要であり、国家試験対策中心の学習に偏重する
ことなく、６年間を通じた研究のカリキュラムを維持すべき。

・カリキュラムを踏まえた教育に対応できる教員の養成と質の向上が重要である。
最新の臨床現場の理解と研究能力を有することが必要である。

・修学状況（進級率、標準修業年限内での国家試験合格率など）等の課題を有する
大学が存在する状況を改善するため、これらの情報の適切な公表、薬学教育評価
機構による第三者評価結果の効果的な活用、評価結果のわかりやすい公表等を行
うべき。

薬剤師の養成等



〇 厚労省・薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会（2020.7～）

2021.6 「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会とりまとめ」

〇 文科省・「大学における医療人養成の在り方に関する調査研究」

・6年制薬学教育制度調査検討委員会（私立薬大協：2019.12～2022.3）

〇 文科省・薬学系人材養成の在り方に関する検討会（2021.8～）

・薬学教育モデル・コア・カリキュラムに関する専門研究委員会

・薬学部教育の質保証専門小委員会

・薬学教育調査・研究・評価委員会（薬学教協議会：2022.4～）

2022.8 「６年制課程における薬学部教育の質保証に関するとりまとめ」

● 社会が求める薬学部教育・薬剤師養成へ向けて

令和４年度の薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂



〇 文科省・薬学系人材養成の在り⽅に関する検討会（2021.8～）

2022.8 「６年制過程における薬学部教育の質保証に関するとりまとめ」

令和４年９月１ 日に薬学部を置く各国公私立大学長へ通知

・各大学においては、本とりまとめの趣旨を踏まえ、日本の薬学教育全体として持続可
能で質が確保できる適正な定員規模について十分御理解の上、各大学の定員規模につ
いて、真摯に御検討いただきますようお願いします。

・特に、実質競争倍率や入学定員充足率、標準修業年限内での卒業率・国家試験合格率、
退学等の割合が一定水準を下回る大学など、教育の質の維持・確保に課題がある大学
におかれては、カリキュラムポリシーに基づく教育内容等を踏まえたアドミッション
ポリシーの見直しとそれに基づく適正な入学者選抜の実施及び入学定員の適正化への
対応をお願いします。

・また、教学マネジメントを強化するため、FD/SD や教学IR 体制の充実、受験生等に
対する分かりやすく適切な情報公開等、持続可能な質保証の体制整備と着実な実行に
取り組んでいただきますようお願いします。

社会が求める薬学教育・薬剤師養成
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薬学部数入学定員

薬学部（学科）数及び入学定員の推移
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薬学部数 S58～H14

46学部（入学定員7,725～8,200人）

H15～H20の6年間に28学部が新設

S24（新制大学発足）

19学部（入学定員1,565人）

R5現在：79学部（入学定員12,989人）

（ 6年制11,567人、4年制1,422人）





〇 薬学部教育の現状

・平成18年度に制度化された薬剤師養成課程である６年制の薬学部教育については、
医療現場のニーズを踏まえた人材の養成が図られている。

・平成15年度から平成20年度にかけて28学部が増加し、平成30年度から公立大学２学
部、私立５学部の新設が行われた。令和６年度現在で、14国立大学、５公立大学、
59私立大学（62薬学部・学科）が存在する。

・私立大学薬学部の志願倍率、入学志願者数は減少傾向が続いており、令和７年度入試
では入学定員充足率が80％以下の大学が21、実質競争倍率が1.2以下の薬学部が22と
なっている。

・令和６年度実施の国家試験（110回）の標準修業年限内（６年間）の合格率は、私立
大学薬学部の平均が61%、最高が86%、最低が23%、80%以上が5大学、50%未満
が19大学となっている。

・薬学部（６年制）と看護関連学部（４年制）を両方設置している私立大学のほとんど
で、看護関連学部の偏差値が薬学部よりも高い。

社会が求める薬学教育・薬剤師養成



薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 とりまとめ



〇 薬学部教育の改善・充実に向けて

(1) 入学者選抜の適正化

(2) 入学定員の適正化

(3) 教学マネジメントの確立

(4) 内部質保証による教育の質の向上

社会が求める薬学教育・薬剤師養成



令和２年１月22日・中央教育審議会大学分科会（令和５年２月24日・追補）

教学マネジメント指針



〇 薬学部教育の改善・充実に向けて

(1) 入学者選抜の適正化

(2) 入学定員の適正化

(3) 教学マネジメントの確立

(4) 内部質保証による教育の質の向上

社会が求める薬学教育・薬剤師養成



追補. 「入学者受け入れの⽅針」に基づく大学入学者選抜の実施

・各大学の理念や特色等に応じた教育を円滑に行うためにも、学生の大学教育へ
の円滑な移行を図るためにも、入学者選抜において、当該大学で学び、卒業す
るために必要な資質・能力等を備えた人材を適切に見いだすことが重要である。 

・このため、各大学は、「卒業認定・学位授与の方針」に定められた学修目標の
幅広さと水準を十分踏まえつつ、「入学者受入れの方針」において、入学段階
で備えてお くべき資質・能力等について具体的に示す必要がある。

・また、適切なタイミングで、「入学者受入の方針」及びこれに基づいて実施さ
れる入学者選抜が、求める学生を適切に見いだすものとして適切なものとなっ
ていたか点検・評価し、その結果を踏まえて同方針の見直しを行う必要がある。



〇 薬学部教育の改善・充実に向けて

(1) 入学者選抜の適正化

(2) 入学定員の適正化

(3) 教学マネジメントの確立

(4) 内部質保証による教育の質の向上

社会が求める薬学教育・薬剤師養成



〇 薬学部教育の改善・充実に向けて

社会が求める薬学教育・薬剤師養成

(3) 教学マネジメントの確立

ア）教育課程・教育方法

・課題発見・解決能力を養うことができるよう、大学独自の授業科目の充実
を図る必要がある。在宅医療を含む地域医療や薬剤師の偏在（地域偏在や
業態偏在）等に関する教育プログラムの策定・実施を通して、薬剤師の果
たす役割に関する教員及び学生の意識を醸成する必要がある。

・薬学教育の質保証のためには、薬学教育モデル・コアカリキュラムを踏ま
えた教育課程の編成・実施が重要であり、大学においては、今後改訂され
る当該モデル・コアカリキュラムの内容を確実に教育課程において身に付
けさせることができるよう十分な準備と実行が求められる。



〇 薬学部教育の改善・充実に向けて

社会が求める薬学教育・薬剤師養成

(3) 教学マネジメントの確立

ア）教育課程・教育方法

＊ 網羅主義、活動主義からの脱却

 概念理解型カリキュラムの策定（学修成果基盤型教育）

：何を覚えるかではなく、何を考え、何ができるようになるか

：必要なのは、教える側の意識改革・・・

：課題発見能力・問題解決能力、さらには研究能力の養成。

カリキュラムを踏まえた教育に対応できる教育者の養成と質の向上



今日のお話し

１ 薬学６年制教育の体制とモデル・コア・カリキュラム

２ 社会から求められる薬剤師の養成

３ 薬学教育の質保証とカリキュラム

４ 薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂

５ 「F 薬学臨床（実務実習）」から「F 臨床薬学」へ

６ 薬学実務実習ガイドラインの改訂

７ 薬学実践実習の実施



〇 厚労省・薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会（2020.7～）

2021.6 「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会とりまとめ」

〇 文科省・「大学における医療人養成の在り方に関する調査研究」

・6年制薬学教育制度調査検討委員会（私立薬大協：2019.12～2022.3）

〇 文科省・薬学系人材養成の在り⽅に関する検討会（2021.8～）

・薬学教育モデル・コア・カリキュラムに関する専門研究委員会

・薬学部教育の質保証専門小委員会

・薬学教育調査・研究・評価委員会（薬学教協議会：2022.4～）

2022.8 「６年制課程における薬学部教育の質保証に関するとりまとめ」

● 社会が求める薬学部教育・薬剤師養成へ向けて

令和４年度の薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂



〇 学修者本位の教育の実現とは、

各高等教育機関の既存のシステムを前提とした「供給者目線」を脱却し、学
位を与える課程（学位プログラム）が、学生が必要な資質・能力を身に付ける
観点から最適化されているかという「学修者目線」で教育を捉え直すという根
本的かつ包括的な変化を各機関に求めているものである。

〇 学修者本位の教育とは、

学生（学修者）が、大学のミッション（使命）に基づいて、「何を学び、
（何を考え、）何を身に付けることができるのか」を明確にし、学修の成果を
実感できる教育。

 学生自身が目標を明確に意識しつつ主体的に学修に取り組むこと、その成
果を自ら適切に評価し、さらに必要な学びに踏み出していく自律的な学修者
となることが求められる。

教学マネジメント指針「学修者本位の教育の実現」

改訂モデル・コア・カリキュラムにおいて基軸となる教育の在り⽅。
学修成果基盤型教育（Competency/Outcome-Based Education）に基づ
くコアカリへの改訂を目指した所以。



薬学教育調査・研究・評価委員会

モデル・コア・カリキュラム大項目ワーキンググループ班長会議

教科担当教員会議

薬学教育協議会

文部科学省 令和４年度大学における医療人養成の在り⽅に関する調査研究

薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂の検討体制

薬学系人材養成の在り⽅に関する検討会

薬学教育コアカリ改訂に関する専門研究委員会

（私立薬大協設置の６年制薬学教育制度調査検討委員会を引継ぐ）

意見交換

B 社会薬学

C 基礎薬学

D 医療薬学

E 衛生薬学

F 臨床薬学

G 薬学研究



薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に向けた基本⽅針

１. 大きく変貌する社会で活躍できる薬剤師を想定した教育内容の検討

２.  生涯にわたって目標とする「薬剤師として求められる基本的な資質
・能力」を提示した新たなモデル・コア・カリキュラムの展開

３.  各大学の責任あるカリキュラム運用のための自由度の向上

４.   臨床薬学という教育体制の構築

５. 課題の発見と解決を科学的に探究する人材育成の視点

６. 医学・歯学教育のモデル・コア・カリキュラムとの一部共通化



生涯にわたって目標とする「薬剤師と
して求められる基本的な資質・能力」
を提示

各大学が教育理念・教育研究上に目的
に基づいて設定する卒業認定・学位授
与の方針を設定

モデル・コア・カリキュラムを構成す
る学修領域（大項目）

令和４年（R４）改訂薬学教育モデル・コア・カリキュラム 



薬学系人材養成の在り方に関す
る検討会 第２回（令和３年12月24
日）資料４ 一部改変

A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力



1. プロフェッショナリズム

豊かな人間性と生命の尊厳に関する深い認識と、薬剤師としての人の健康の維持・増進に貢献する使命感と責
任感、患者・生活者の権利を尊重して利益を守る倫理観を持ち、医薬品等による健康被害（薬害、医療事故、
重篤な副作用等）を発生させることがないよう最善の努力を重ね、利他的な態度で生活と命を最優先する医
療・福祉・公衆衛生を実現する。

2. 総合的に患者・生活者をみる姿勢 患者・生活者の身体的、心理的、社会的背景などを把握し、全人的、総合的に捉えて、質の高い医療・福祉・
公衆衛生を実現する。

3. 生涯にわたって共に学ぶ姿勢 医療・福祉・公衆衛生を担う薬剤師として、自己並びに他者と共に研鑽し教えあいながら、自ら到達すべき目
標を定め、生涯に渡って学び続ける。

4. 科学的探究 薬学的視点から、医療・福祉・公衆衛生における課題を的確に見出し、その解決に向けた科学的思考を身に付
けながら、学術・研究活動を適切に計画・実践し薬学の発展に貢献する。

5. 専門知識に基づいた問題解決能力 医薬品や他の化学物質の生命や環境への関わりを専門的な観点で把握し、適切な科学的判断ができるように、
薬学的知識と技能を修得し、これらを多様かつ高度な医療・福祉・公衆衛生に向けて活用する。

6. 情報・科学技術を活かす能力 社会における高度先端技術に関心を持ち、薬剤師としての専門性を活かし、情報・科学技術に関する倫理・法
律・制度・規範を遵守して疫学、人工知能やビッグデータ等に係る技術を積極的に利活用する。

7. 薬物治療の実践的能力
（医・歯は「患者ケアのための診察技能」）

薬物治療を主体的に計画・実施・評価し、的確な医薬品の供給、状況に応じた調剤、服薬指導、患者本位の処
方提案等の薬学的管理を実践する。

8. コミュニケーション能力 患者・生活者、医療者と共感的で良好なコミュニケーションをとり、的確で円滑な情報の共有、交換を通して
その意思決定を支援する。

9. 多職種連携能力 多職種連携を構成する全ての人々の役割を理解し、お互いに対等な関係性を築きながら、患者・生活者中心の
質の高い医療・福祉・公衆衛生を実践する。

10. 社会における医療の役割の理解 地域社会から国際社会にわたる広い視野に立ち、未病・予防、治療、予後管理・看取りまで質の高い医療・福
祉・公衆衛生を担う。

薬学系人材養成の在り方に関す
る検討会 第２回（令和３年12月24
日）資料４ 一部改変

薬学系人材養成の在り方に関す
る検討会 第２回（令和３年12月24
日）資料４ 一部改変

A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力



①薬学教育モデル・コア・カリキュラムの考え方

②薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂の概要

③A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力

④B 社会と薬学

⑤C 基礎薬学

⑥D 医療薬学

⑦E 衛生薬学

⑧F 臨床薬学

⑨G 薬学研究 

⑩薬学教育モデル・コア・カリキュラム今回の改訂までの経過

⑪検討組織の設置・委員名簿

⑫医師・歯科医師・薬剤師が関わる法令一覧

⑬略語集

令和４年（R４）改訂薬学教育モデル・コア・カリキュラム 



①薬学教育モデル・コア・カリキュラムの考え方

②薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂の概要
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図 大項目「B 社会と薬学」～「G 薬学研究」の相互の関連(イメージ図)

大項目の相互の関連性



A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力

４ 科学的探究（研究能力）
薬学的視点から、医療・福祉・公衆衛生における課題を的確に見出し、その解決に向けた科
学的思考を身に付けながら、学術・研究活動を適切に計画・実践し薬学の発展に貢献する。

８ コミュニケーション能力

患者・生活者、医療者と共感的で良好なコミュニケーションをとり、的確で円滑な情報の共
有、交換を通してその意思決定を支援する。

１ プロフェッショナリズム

豊かな人間性と生命の尊厳に関する深い認識と、薬剤師としての人の健康の維持・増進に貢
献する使命感と責任感、患者・生活者の権利を尊重して利益を守る倫理観を持ち、医薬品等
による健康被害（薬害、医療事故、重篤な副作用等）を発生させることがないよう最善の努
力を重ね、利他的な態度で生活と命を最優先する医療・福祉・公衆衛生を実現する。



４ 科学的探究（研究能力）
薬学的視点から、医療・福祉・公衆衛生における課題を的確に見出し、その解決に向けた科
学的思考を身に付けながら、学術・研究活動を適切に計画・実践し薬学の発展に貢献する。

８ コミュニケーション能力

患者・生活者、医療者と共感的で良好なコミュニケーションをとり、的確で円滑な情報の共
有、交換を通してその意思決定を支援する。

１ プロフェッショナリズム

豊かな人間性と生命の尊厳に関する深い認識と、薬剤師としての人の健康の維持・増進に貢
献する使命感と責任感、患者・生活者の権利を尊重して利益を守る倫理観を持ち、医薬品等
による健康被害（薬害、医療事故、重篤な副作用等）を発生させることがないよう最善の努
力を重ね、利他的な態度で生活と命を最優先する医療・福祉・公衆衛生を実現する。

５ 専門知識に基づいた問題解決能力

医薬品や他の化学物質の生命や環境への関わりを専門的な観点で把握し、適切な科学的判断
ができるように、薬学的知識と技能を修得し、これらを多様かつ高度な医療・福祉・公衆衛
生に向けて活用する。

A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力



薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に向けた基本⽅針

１. 大きく変貌する社会で活躍できる薬剤師を想定した教育内容の検討

２.  生涯にわたって目標とする「薬剤師として求められる基本的な資質
・能力」を提示した新たなモデル・コア・カリキュラムの展開

３.  各大学の責任あるカリキュラム運用のための自由度の向上

４.   臨床薬学という教育体制の構築

５. 課題の発見と解決を科学的に探究する人材育成の視点

６. 医学・歯学教育のモデル・コア・カリキュラムとの一部共通化



・現行のモデル・コアカリキュラムでは、学習すべき事項がSBOsとして細部
にわたって記載されており、各大学はそれらを網羅するのに時間を費やされ
て大学独自の内容をカリキュラムに取り入れる余裕が無い。

・詳細なSBOsを廃して学習すべき内容をコアとし、各大学の理念やディプロ
マ・ポリシーに基づき責任を持った教育が可能となるように大学のカリキュ
ラム作成における自由度を高める。

・本モデル・コア・カリキュラムでは、平成25年度改訂版で網羅的に記載され
ていた一般目標・到達目標（GIO-SBOs）を、概念化した学修目標に改めた。

・すなわち、多くの具体的事実を覚えるだけではなく、それらに共通する特徴
や相違点を考え、概念化したうえで新たに直面する課題や問題点の解決に活
かせる総合的な学力を身に付けられるよう改めた。

・各大学はその学修目標に基づいてカリキュラムを作成することとした。 

各大学の責任あるカリキュラム運用のための自由度の向上



教授デザインにおける双子の過ち



●大項目

＜大項目の学修目標＞

＜薬剤師として求められる基本的資質・能力とのつながり＞

＜評価の指針＞

●中項目

●小項目

＜ねらい＞

＜学修目標＞

＜学修事項＞

＜評価の指針 重点＞

R４改訂薬学教育モデル・コア・カリキュラムの構成



Ⅱ 薬学教育モデル・コア・カリキュラムの構成
（表示の方法と利用上の留意点等）

●大項目

＜大項目の学修目標＞
• 大項目B～Gの各大項目により到達を目指す目標。

モデル・コア・カリキュラム履修を想定したときの修了（卒業）時の標準的
な学修成果（アウトカム）。大項目「A 薬剤師として求められる基本的な資
質・能力」を獲得するために、当該大項目の学修内容に基づいて設定される。

＜薬剤師として求められる基本的な資質・能力とのつながり＞
• 各大項目B～Gの学修が、生涯の目標である「A 薬剤師として求められる基本

的な資質・能力」とどのようにつながっていくかを記載している。

＜評価の指針＞
• 学修目標への到達を評価するための視点として示されている。

評価の指針に示された視点で、各大学は学修目標に基づいて学生の到達度を
評価する方法、指標等を作成することが求められる。

R４改訂薬学教育モデル・コア・カリキュラムの構成



●小項目

＜ねらい＞
・他の項目との関連性を明記。「他領域・項目とのつながり」を記載。

本小項目が、これまで学んできた内容を踏まえて、その領域の中でどのよ
うな視点で学修するのか、当該中項目のなかでどのような位置にあるのか、
他の領域とどのような関連性があるのかを記載する。

＜学修目標＞

・ モデルコアカリの本体

・ 個別の知識や技能を概念的に把握し体系化して理解すること、知識や技能
を活用して判断し行動することを示したものである。  

・＜学修事項＞を参考として＜学修目標＞を読み解き、各大学が独自のカリ
キュラムに具体化する。 

知識を理解して、その知識を一般的に使えるようになることを「説明する」
と表している。

R４改訂薬学教育モデル・コア・カリキュラムの構成



●小項目

＜学修事項＞

・ 学修目標を達成するために必要な具体的な内容を、各大学のカリキュラム作成
の際の参考として記載。

・ これらだけを修得すれば良いということではない。

・ １つ１つ網羅的に達成していく SBOs と同様に捉えるべきではない。 

・ 各大学が作成するカリキュラムでは、＜学修事項＞の取り上げ方が違ってくる
（濃淡が有り得る）。 

・ 各学修事項に対応する学修目標の番号を、末尾の【】内に記載している。 

＜評価の視点 重点＞

・大項目の＜評価の指針＞の中で、本小項目において評価を行うべき項目を番号で
表示。

R４改訂薬学教育モデル・コア・カリキュラムの構成



コアカリにおける概念・概念化とは

「理解している物事に共通している特徴」という意味である。
学生が概念を身に付けるということは、学生が学ぶべき対象を理解し、認識すると

きに、それらに共通する特徴を身に付けるということである。
具体的事実を網羅的に数多く覚えるのではなく、いくつかの典型的な例をもとに考

えることで共通点を見出し、新たに直面した事象に応用する力、問題点を解決する力
を身に付けることを意味する。 

学修者本位の教育の実現

網羅主義・活動主義からの脱却

概念的に理解するのは学生
（学修者）



今日のお話し

１ 薬学６年制教育の体制とモデル・コア・カリキュラム

２ 社会から求められる薬剤師の養成

３ 薬学教育の質保証とカリキュラム

４ 薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂

５ 「F 薬学臨床（実務実習）」から「F 臨床薬学」へ

６ 薬学実務実習ガイドラインの改訂

７ 薬学実践実習の実施



「臨床における実務実習に関する
ガイドライン」

令和５年12月公開

「薬学教育モデル・コア・カリキュラム
令和４年度改訂版」

令和５年2月公開

合本 令和６年１月発行



薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に向けた基本⽅針

１. 大きく変貌する社会で活躍できる薬剤師を想定した教育内容の検討

２.  生涯にわたって目標とする「薬剤師として求められる基本的な資質
・能力」を提示した新たなモデル・コア・カリキュラムの展開

３.  各大学の責任あるカリキュラム運用のための自由度の向上

４.   臨床薬学という教育体制の構築

５. 課題の発見と解決を科学的に探究する人材育成の視点

６. 医学・歯学教育のモデル・コア・カリキュラムとの一部共通化



【H25改訂コアカリ】

A  基本事項

B  薬学と社会

C  薬学基礎

D  衛生薬学

E  医療薬学

F  薬学臨床（実務実習）

G  薬学研究

【R４改訂コアカリ】

A  薬剤師として求められる
基本的な資質・能力

B  社会と薬学

C  基礎薬学

D  医療薬学

E  衛生薬学

F  臨床薬学（実務実習を含む）

G  薬学研究

改訂薬学教育モデル・コア・カリキュラムの構成



臨床薬学という教育体制の構築

４. 臨床薬学という教育体制の構築

・個々の施設で直ちに専門家として実務が実施できるようになることを目的と
した実務研修（新人研修等）ではなく、将来、国民のためになる薬剤師とし
て何を行うのか、どのような課題を見つけ解決策を導いて社会貢献につなげ
るのかといった観点を重視した。

・本モデル・コア・カリキュラムでは、大学初年次から、疾病の予防や個々の
患者の状況に適した責任ある薬物療法が実践できる薬剤師の養成を目指し、
大学と医療現場が連携して教育を行う「臨床薬学」という教育体制の構築を
行った。 



作成⽅針
・「F 臨床薬学」は、「C 基礎薬学」、「D 医療薬学」、「E 衛生薬学」で学ぶ

医薬品や医療等に関する科学的知識を、大学において、薬物治療を個別最適化
するために統合し、更に医療現場で実践することで「薬物治療の実践的能力」
を修得することを目指した目標を中心として提示している。

・さらに、「B 社会と薬学」で学ぶ基本的な社会制度やコミュニケーション等に
関する知識や行動規範、医療人としての考え方や心構えを理解して、質の高い
医療・福祉・公衆衛生等を医療現場や社会で実践するための目標も合わせて掲
げた。

・「F 臨床薬学」の各学修目標は、B～G領域の学修内容とのつながりを深く意識
した上で、大学での学びを、医療現場等で「実践」して目標の達成を評価し、
成長を促すことを目指して作成されている。 

R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



平成25年度改訂版との相違点、改訂の意図

・H25改訂コアカリ「F 薬学臨床」では、病院・薬局での実務の内容に焦点をあてた
学修の項目立てを行い、実務実習履修前に大学教育で修得すべき事項と医療現場の
実習を経て修得すべき目標を区別して提示していた。

 R4改訂コアカリでは、
・「薬物治療の実践的能力」を醸成することを最大の目的として、薬物治療を疾患

の薬物治療と患者個々の薬物治療に分割し、前者を「D 医療薬学」、後者を
「F 臨床薬学」として体系化した。

・例えば「D 医療薬学」で学修する疾患や治療薬の標準的、一般的な知識や技能を
「F 臨床薬学」で患者の薬物治療を個別最適化する能力に高めるために統合する。

・まず、大学での薬物治療の症例を中心とした学修（「D 医療薬学」）を行った上
で、医療現場での経験を基本とした学修（「F 臨床薬学」）へつなげる。したがっ
て、医療現場における実務実習だけに任せるのではなく、大学と実習施設の連携の
もとに学修することが重要である。

・さらに、実習終了後に大学で実習成果を共有して、卒業時の目標達成に向けた学修
を行うことが求められる。

R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



内容の構成

・急激な薬剤師業務の質的な変化に対応できる医療人材育成を目指し、まず薬剤
師の臨床対応能力の根幹である「F-1 薬物治療の実践」能力を提示した。

・さらに、薬剤師に求められる社会からのニーズに対応するため、「F-2 多職種
連携における薬剤師の貢献」を項目として取りあげ、医薬品の適正な管理や医
療安全、感染症制御への貢献を「F-3 医療マネジメント・医療安全の実践」に
まとめた。

・医療現場だけでなく、広く地域住民の健康や衛生環境を維持・増進する薬剤師
の重要な役割（能力）を「F-4 地域医療・公衆衛生への貢献」にまとめ、最後
に、社会人として医療人として医療現場や地域社会で活動する際に常に実践で
きなければならない行動・行為・態度の目標を「F-5 臨床で求められる基本的
な能力」として提示している。

R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



評価の指針の作成⽅針 

・各学修目標の到達レベルは、各大学で設定され、その設定されたレベルにどこ
まで到達しているかを、大学、医療現場で常に評価しながら学修を進める。

・「F 臨床薬学」 の入学時から卒業時までの一貫した評価は、大学、医療現場で
も実施する必要がある。そのための共通の評価の観点・視点を指針として提示
した。

その他

・薬学生の能力や適性は個々に違い、特に実務実習の場では全ての学生に均等な
学修環境・機会が与えられるわけではない。

・その学生の能力や適性、学修現場の状況に合わせた適切な方略を大学と実習施
設等が連携して準備し実施することで、学修目標への到達が可能になるよう、
大学、医療現場での具体的な学修ができるよう配慮した。 

・また、「G 薬学研究」で修得する能力を、臨床現場の課題解決につなげ、医
療・福祉・公衆衛生等の向上に寄与することも「F 臨床薬学」の学修では重要
である。

R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



【大項目の学修目標】

「C 基礎薬学」で学ぶ化学物質や生体の基礎知識を基に、「D 医療薬学」で学ぶ
疾患や医薬品の知識を総合的に活用して、適切な薬物治療の計画を立案し、患者・
生活者中心の視点から個別最適な薬物治療を提供する。「B 社会と薬学」で学ぶ法
令や規範、倫理等を遵守し、患者、生活者の立場を尊重したコミュニケーションに
より、多職種との連携を円滑に行い、質の高い薬学的管理によるファーマシュー
ティカルケアを実践する。また、「B 社会と薬学」で学ぶ健康管理や「E 衛生薬
学」で学ぶ公衆衛生、感染制御、環境保全等の知識を、医療現場や地域で活用し
て、医療、保健、介護、福祉の向上に貢献する能力を身に付ける。

「F 臨床薬学」は以下の5つの中項目から構成されている。

F-1 薬物治療の実践
F-2 多職種連携における薬剤師の貢献
F-3 医療マネジメント、医療安全の実践
F-4 地域医療・公衆衛生への貢献
F-5 臨床で求められる基本的な能力

R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



【評価の指針】

1. 具体的な症例や事例の薬物治療の問題点を抽出し、その改善や解決策を提示する。
 

2. 患者・生活者個々の状況を的確に把握し、評価するとともに、有効で安全な薬物治
療を検討し、個々の患者の薬物治療の個別最適化を図る。

3. 患者、生活者、連携する多職種と円滑なコミュニケーションを図り、情報共有・発
信に努める。また、多職種との関わりを通して薬剤師としての職能を自覚する。 

4. 医療現場で、医薬品管理、医薬品情報の管理、医療安全、感染制御に携わり、個々
の課題解決に取り組む。 

5. 地域医療や介護、福祉の中で、地域住民の疾病予防や健康維持・増進、公衆衛生等
に携わり、個々の課題解決に取り組む。 

6. 医療人として、個々の患者や家族の気持ちに寄り添い利他的な行動を心がける。ま
た、倫理的な配慮についても深く考察して対応する。 

7. 薬剤師業務の社会的責務を深く理解し、医療人としての自覚と心構えを持ち、他の
医療、保健、介護、福祉関係者と連携し対応する。 

8. 医療現場や地域の課題を科学的な視点で考察し解決策を提案するとともに、その成
果を広く社会に公表し薬学の進歩に資する。 

改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



（１）薬学臨床の基礎

①早期臨床体験

②臨床における心構え

③臨床実習の基礎

（２）処⽅せんに基づく調剤

①法令・規則等の理解と遵守 

②処方せんと疑義照会 

③処方せんに基づく医薬品の調製 

④患者・来局者応対、服薬指導、患者教育

⑤医薬品の供給と管理

⑥安全管理 

（３）薬物療法の実践

①患者情報の把握 

②医薬品情報の収集と活用 

③処方設計と薬物療法の実践

 （処方設計と提案）

④処方設計と薬物療法の実践

 （薬物療法における効果と副作用の評価）

（４）チーム医療への貢献

①医療機関におけるチーム医療

②地域におけるチーム医療

（５）地域の保健・医療・福祉への参画

①在宅医療・介護への参画

②地域保健への参画

③プライマリケア、セルフメディケーションの実践

④災害時医療と薬剤師

H25改訂モデル・コアカリキュラム 「F 薬学臨床」



【H28改訂コアカリ】

F 薬学臨床

【R４改訂コアカリ】

F 臨床薬学

F-1 薬物治療の実践

F-1-1 薬物治療の個別最適化

F-2 多職種連携における薬剤師の貢献

F-2-1 多職種連携への参画・薬剤師の職能発揮

F-3 医療マネジメント・医療安全の実践

F-3-1 医薬品の供給と管理
F-3-2 医薬品情報の管理と活用
F-3-3 医療安全の実践
F-3-4 医療現場での感染制御

F-4 地域医療・公衆衛生への貢献

F-4-1 地域住民の疾病予防・健康維持・増進の推進、
介護・福祉への貢献

F-4-2 地域での公衆衛生、災害対応への貢献

F-5 臨床で求められる基本的な能力

F-5-1 医療・福祉・公衆衛生の現場で活動するため
の基本姿勢

（１）薬学臨床の基礎

（２）処⽅せんに基づく調剤

（３）薬物療法の実践

（４）チーム医療への貢献

（５）地域の保健・医療・福祉への参画

R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



F-3 医療マネジメント・医療安全の実践

F-3-2 医薬品情報の管理と活用

＜ねらい＞
「C 基礎薬学」で学ぶ医薬品の物理化学的特徴や医療的な特性を把握し、「B 社会と薬学」で学ぶ情報・科

学技術を活用するとともに、「D 医療薬学」での医薬品情報に関する知識や技能を活かして、医療機関や地域
における医薬品の適正使用を目指す。また、科学的根拠に基づいて医薬品の適正使用や安全対策を策定する能
力を身に付ける。 

「他領域・項目とのつながり」
この小項目を学ぶために関連の強い項目

・・・・・・・

＜学修目標＞
1) 医療環境に応じて医薬品の情報源や情報媒体を把握し、利用して網羅的かつ最新の医薬品情報を収集し、医

療機関や患者集団への情報の適合性や必要性を考慮する。また、根拠に基づいた適切な評価及び目的に応じた
加工を行い、医薬品情報の提供、発信(伝達)を行う。 

2) 医療における安全性情報の収集に努めるとともに、安全性情報や回収情報等に対して医療環境に応じて迅速
に対応する。 

3) 報告されている種々の医薬品に関する情報を整理、統合して、臨床で有益な知見を新たに構築して提供する。 
4) 適切な医薬品情報及び有害事象情報等に基づき、医療環境に応じた医薬品適正使用の推進と安 全対策を立案

する。 
5) 医療環境に応じた医薬品使用基準について理解し、有効かつ安全で経済的な医薬品の採用、使 用等について

説明する。

R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



F-3 医療マネジメント・医療安全の実践

F-3-2 医薬品情報の管理と活用

＜学修事項＞
(1) 医療機関や地域の特性等を考慮した医薬品の情報源・情報媒体の選択と利用【1)】
(2) 医療環境に応じた医薬品情報の伝達と周知、その方法【1)】
(3) 医薬品の安全性情報の収集と報告及び緊急情報(安全性情報、回収・製造中止情報等)への対応【2)】
(4) 医療現場における根拠に基づく医療(EBM)の実践、ビッグデータの活用【3)、4)】
(5) 有効かつ安全で経済的な医薬品の使用方針と、医薬品の適正な採用、採用中止等の流れ 【3)】
(6) 医薬品適正使用の推進と安全対策の立案【4)】
(7) 医療機関等における標準的な薬剤選択の方針(フォーミュラリ)【5)】

＜評価の指針 重点＞
4、８

R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



今日のお話し

１ 薬学６年制教育の体制とモデル・コア・カリキュラム

２ 社会から求められる薬剤師の養成

３ 薬学教育の質保証とカリキュラム

４ 薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂

５ 「F 薬学臨床（実務実習）」から「F 臨床薬学」へ

６ 薬学実務実習ガイドラインの改訂

７ 薬学実践実習の実施



〇 H25改訂コアカリ対応の「実務実習に関するガイドライン」

：新六者懇のもとの「薬学実務実習に関する連絡会議」が作成

〇 R４改訂コアカリ対応の「臨床における実務実習に関するガイドライン」

：薬学教育協議会「病院・薬局実務実習推進委員会」が作成

「薬学実務実習のガイドライン改訂WG 」が改訂案を提言

薬学実務実習ガイドライン

 文部科学省のWebサイト（文部科学省・薬学教育）

https://www.mext.go.jp/a_menu/01_d/08091815.htm



内容 現行版 改訂版

目標
薬学教育モデル・コアカリキュラム

平成25年度改訂版
(H25.12.25）

薬学教育モデル・コア・カリキュラム
令和４年度改訂版

(R5.2.28)

実習
内容

薬学実務実習に関するガイドライン
(H27.2.10)

 臨床における実務実習に関する
ガイドライン
(R5.12.13)

評価

薬学実務実習の評価の観点について
（例示）

(H28.11.30作成、H30.2.28一部改訂、
H30.11.27一部改訂)

計画書

「実務実習実施計画書」の記載事項
について
（例示）  

(H28.11.30）

薬学実務実習ガイドライン



H25改訂コアカリ対応の「実務実習に関するガイドライン」



H25改訂コアカリ対応の「実務実習に関するガイドライン」



２．枠組み、要件

 ２）実習期間

                     （中略）

病院、薬局の実習期間は連続性のある 22週間とし、各施設 11 週間を原則とす

る（各実習施設での実習期間と次の実習期間の間に２週間から４週間程度の準備

とふりかえり期間を設定する）が、大学が主導し病院－薬局が連携して更に学習

効果の高い方略や期間等を検討し実習を進めることも可能である（ただし、22週

間を下回らないこと。）。この場合、 別添１を踏まえ大学が具体的な実習期間を

設定し、実習施設、関係団体との十分な協議の上で決定する。

H25改訂コアカリ対応の「実務実習に関するガイドライン」



臨床における実務実習に関するガイドライン

・実務実習は、薬剤師教育の中で、学生が、唯一、医療現場において継続

して患者・生活者から深く学ぶ機会となる。

・一方、それを行う病院及び薬局が大学とは異なる医療提供施設であること

に鑑み、大学は実習施設の置かれた環境、ニーズ、目的の多様性を尊重す

る必要がある。

・そのため、学修内容に混乱や格差が生じないよう実習施設と大学との連携、

実習内容の一定の水準の確保は実務実習には重要であり、適正な実務実習

が実施されることを目的とする。

臨床における実務実習に関するガイドライン



「学修者本位の教育の実現」⇒ 学修成果基盤型教育

・実務実習において、学生（学修者）が目標を定め、目標への到達を目指

して、自律的に学修を行うことができる環境を整備する。

・個々の指導薬剤師、教員が教えたい内容ではなく、学修者が自ら積極的

に学修する意欲を高める体系的な内容となるようにするとともに、自ら

課題を見つけ、その解決に取り組めるように指導する。

臨床における実務実習に関するガイドライン

自律的学修の環境創り



臨床における実務実習に関するガイドライン

R４改訂コアカリにおける「F 臨床薬学」の３つのフェーズ



平成18年4月
（カリキュラム）

平成27年2月版 令和5年12月版

ガイドラインの
目的

病院薬剤師の業務と責任
を理解し、チーム医療に
参画する。薬局の社会的
役割と責任の理解し地域
医療に参画する。

薬学教育モデル・コアカ
リキュラムに準拠した大
学の臨床準備教育及び薬
学実務実習を適正に実施
するための指針

実習施設の置かれた環境、ニー
ズ、目的の多様性を尊重し、学
修内容に混乱や格差が生じない
よう実習施設と大学との連携、
実習内容の一定の水準の確保

実習の枠組み 病院11週＋薬局11週
順不同 参加型

薬局11週⇒病院11週
参加体験型

薬局11週⇒病院11週
自律的学修・実践型

指導者、教員へ
の指針

大学主導で実施。大学、
施設、指導医薬剤師間の
連携中心

コルブの経験学習、
１分間フィードバック、Millerの
ピラミッド、
ハラスメント・アンプロの対応

実習内容 8週目を目標に服薬指導 早い時期から服薬指導、
患者対応

個別化薬物治療・多職種連携
⇒学生が患者を担当する

評価方法 SBOsごとの４段階評価 ルーブリック（１～３）
実務実習記録（４，５）

ルーブリック
（大学と実習施設の連携）

臨床における実務実習に関するガイドライン



１ 改訂コアカリは令和６年度1年生から導入。
２ 臨床実習は、令和10年2月から開始。

 それまでは平成２５年度改訂薬学教育モデル・コアカリキュラム
で実施。

２５年度
(2013年度)

。

２６年度
(2014年度)

２７年度
(2015年度)

２８年度
(2016年度)

２９年度
(2017年度)

３０年度
(2018年度)

３１年度
(2019年度)

各大学におけるカリキュラム改訂 円滑な実務実習に向けての諸準備

新カリキュラムの適用（１年次）

・各大学、各団体、各実習施設で
の準備、試行、検証
・実習施設の充実 等

令和４年度改訂モデル・コアカリキュラムの完成令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

令和８年度

令和９年度

令和10年度

（２年次）

（３年次）

（４年次）

改訂モデル・コア・カリキュラムに基づく実務実習の開始（５年次）

臨床における実務実習に関するガイドライン



（１）薬学臨床の基礎

（２）処方せんに基づく調剤

（３）薬物療法の実践

【患者情報の把握】【医薬品情報の収集と活用】

【処方設計と薬物療法の実践（処方設計と提案）】

【処方設計と薬物療法の実践（薬物療法における効果と副作用の評価】

（４）チーム医療への参画

【医療機関におけるチーム医療】【地域におけるチーム医療】

（５）地域の保健・医療・福祉への参画

【在宅医療・介護への参画】【地域保健への参画】

【プライマリケア、セルフメディケーションの実践】【災害時医療と薬剤師】

評価基準と⽅法

H25改訂コアカリ対応の「実務実習に関するガイドライン」

ルーブリックを用いた概略評価

実務実習記録による評価



評価者にとって・・・

・学生の実践的な臨床能力を定期的に確認して成長度を評価する。

その結果・・・

・評価者と学生が評価の観点と評価基準を共有し、評価を可視化できる。

・同じルーブリックで複数回評価すれば、成長の段階を共有することができる。

・現実に即した運不運のある課題を責任ある主観で公正に判断する。

・学生個人を対象とした評価である。

評価ルーブリックによるパフォーマンス評価

学生にとって・・・

・自身の行動指針が明確になり、自ら学修活動を自己評価できる。

・自己評価による自己改善が習慣化する。

臨床における実務実習に関するガイドライン



自分で、自分の環境を切り開き、考えていける薬剤師を育てたいのなら・・・・・
考えた成果と努力を公正に評価する環境を用意しなければいけない。

評価が人を創る

評価ルーブリックによるパフォーマンス評価



F-3 医療マネジメント・医療安全の実践

F-3-2 医薬品情報の管理と活用

＜ねらい＞
「C 基礎薬学」で学ぶ医薬品の物理化学的特徴や医療的な特性を把握し、「B 社会と薬学」で学ぶ情報・科

学技術を活用するとともに、「D 医療薬学」での医薬品情報に関する知識や技能を活かして、医療機関や地域
における医薬品の適正使用を目指す。また、科学的根拠に基づいて医薬品の適正使用や安全対策を策定する能
力を身に付ける。 

「他領域・項目とのつながり」
この小項目を学ぶために関連の強い項目

・・・・・・・

＜学修目標＞
1) 医療環境に応じて医薬品の情報源や情報媒体を把握し、利用して網羅的かつ最新の医薬品情報を収集し、医

療機関や患者集団への情報の適合性や必要性を考慮する。また、根拠に基づいた適切な評価及び目的に応じた
加工を行い、医薬品情報の提供、発信(伝達)を行う。 

2) 医療における安全性情報の収集に努めるとともに、安全性情報や回収情報等に対して医療環境に応じて迅速
に対応する。 

3) 報告されている種々の医薬品に関する情報を整理、統合して、臨床で有益な知見を新たに構築して提供する。 
4) 適切な医薬品情報及び有害事象情報等に基づき、医療環境に応じた医薬品適正使用の推進と安 全対策を立案

する。 
5) 医療環境に応じた医薬品使用基準について理解し、有効かつ安全で経済的な医薬品の採用、使 用等について

説明する。

R４改訂モデル・コアカリキュラム 「F 臨床薬学」



95

大学(参考) 薬局 病院

観点 アウトカム 第 4 段階 第 3 段階 第 2 段階 第 1 段階

評価ルーブリック

評価の指針：4.医療現場で、医薬品管理(a)、医薬品情報の管理(b)、医療安全(c)、感染制御(d)に携わり、個々の課題解決に取り組む。

(b)組織としての

医薬品情報管理

の実践

所属する実習施設の医療環

境における医薬品情報に対

するニーズに基づき、評価

情報を提供し、不足情報に

対して創造的に対応する。

適正使用を推進するために不足している情報や

テーマを明確化し、新たな知見を見いだす取り

組みを行う。

適切な医薬品情報及び有害事象情報等に基づ

き、医療環境に応じた医薬品適正使用を推進す

るための安全対策を立案する。

医薬品の採用に当たって評価すべき情報をあ

げ、必要な情報を収集して、有効かつ安全で経

済的な医薬品の採用、使用等について説明す

る。

所属する実習施設の医療環境における医療従事

者、患者等のニーズを把握し、根拠に基づいた

適切な評価を行い、目的に応じて加工し、適切

な医薬品情報の提供、発信(伝達)を行う。

所属する実習施設の医療環境に応じて医薬品適

正使用及び安全性情報を積極的に収集､管理す

る。

F-3-2 医薬品情報の管理と活用

学修目標 学修事項
標準的な実習内容(例示)

1)医療環境に応じて医薬品の情報源や情報媒体

を把握し、利用して網羅的かつ最新の医薬品情

報を収集し、医療機関や患者集団への情報の適

合性や必要性を考慮する。また、根拠に基づい

た適切な評価及び目的に応じた加工を行い、医

薬品情報の提供、発信(伝達)を行う。

2)医療における安全性情報の収集に努めるとと

もに、安全性情報や回収情報等に対して医療環

境に応じて迅速に対応する。

3)報告されている種々の医薬品に関する情報を

整理、統合して、臨床で有益な知見を新たに構

築して提供する。

4)適切な医薬品情報及び有害事象情報等に基づ

き、医療環境に応じた医薬品適正使用の推進と

安全対策を立案する。

5)医療環境に応じた医薬品使用基準について理

解し、有効かつ安全で経済的な医薬品の採用、

使用等について説明する。

(1)医療機関や地域の特性等を考慮した医薬品の情報

源・情報媒体の選択と利用【1)】

(2)医療環境に応じた医薬品情報の伝達と周知、その方

法【1)】

(3)医薬品の安全性情報の収集と報告及び緊急情報(安

全性情報、回収・製造中止情報等)への対応【2)】

(4)医療現場における根拠に基づく医療(EBM)の実践、

ビッグデータの活用【3)、4)】

(5)有効かつ安全で経済的な医薬品の使用方針と、医薬

品の適正な採用、採用中止等の流れ　【3)】

(6)医薬品適正使用の推進と安全対策の立案【4)】

(7)医療機関等における標準的な薬剤選択の方針

(フォーミュラリ)【5)】

・医薬品評価(後発医薬品や新薬の評価、フォー

ミュラリ等)

・安全性情報報告シミュレーション

・疑義照会シミュレーション

・薬局内及び医療機関との安全性情報の共有と

管理、対策立案経験

・安全性情報報告経験

・後発医薬品採用に関わるEBMの実践経験

・施設での医薬品関連情報(新薬、後発医薬品

等)の作成、提供経験

・医師からの問い合わせ対応経験

・病院及び医療従事者を対象とした安全性情報

の管理、対策立案経験

・安全性情報報告経験

・医薬品の採用に関わるEBMの実践経験

・施設での医薬品関連情報(新薬、後発医薬品

等)の作成、提供経験

・医師からの問い合わせ対応経験



標準的な実習内容

大 学 薬 局 病 院

●フェーズ①
 ・患者対応
 ・患者の心理的、身体的、精

神的、社会的特徴事例を通した
検討

●フェーズ③
 ・実習での学修の振り返り
 ・症例報告
 ・クリニカルクエスチョンから

リサーチクエスチョンへの発展

●フェーズ②
・一人の患者を継続的に担当
・担当している患者に対する自
らの関り、対応についての定期
的な省察

 ・多職種との関りについての定
期的な省察

・自己研鑽の機会への積極的な
参加

・症例報告と省察
・症例、医療、業務等の問題点
の気づきと解決策の討論

 ・臨床の気づき（クリニカルク
エスチョン）の記録

●フェーズ②
・一人の患者を継続的に担当
・担当している患者に対する自
らの関り、対応についての定期
的な省察

 ・多職種との関りについての定
期的な省察

・自己研鑽の機会への積極的な
参加

・症例報告と省察
・症例、医療、業務等の問題点
の気づきと解決策の討論

 ・臨床の気づき（クリニカルク
エスチョン）の記録



今日のお話し

１ 薬学６年制教育の体制とモデル・コア・カリキュラム

２ 社会から求められる薬剤師の養成

３ 薬学教育の質保証とカリキュラム

４ 薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂

５ 「F 薬学臨床（実務実習）」から「F 臨床薬学」へ

６ 薬学実務実習ガイドラインの改訂

７ 薬学実践実習の実施



R４改訂コアカリにおける「F 臨床薬学」の３つのフェーズ

薬学実践実習の実施

・参照：薬学実践実習に関する指針（令和８年１月23日・薬学教育協議会）



第2章 実務実習の枠組み・連携

 2-1 実習期間・実習順

（３）実務実習の更なる充実のために

22週の実務実習終了後、各学生の希望と各大学が有する教育資源に応じ、病院
又は薬局で行う追加の実習を選択で実施し、臨床に係る実践的な能力の更なる
向上を図る。この追加の実習等を８週間程度実施できることを目指して、大学は
環境の整備に努める。

臨床における実務実習に関するガイドライン

薬学実践実習の実施

「追加の実習」を「薬学実践実習」とする。

・原則として、必修の薬学実務実習が修了した後に行う。

・原則として、令和10年度のR４改訂コアカリ対応実務実習の開始に合わせて
実施する。遅くとも、令和９年度始めには準備を整える。

 体制整備と令和10年度の開始に向けてアンケート調査を実施



薬学実践実習の実施

【薬学実践実習の目的】

 １ ６年制薬学生の進路の多様性に鑑み、将来進む進路のために必要だと考える
能力の修得、自らに必要な能力の向上を図る。

 ２ 多様な活躍の場で、薬剤師の社会的役割を体験し、将来のキャリア形成につ
なげる。

・進路の多様性を鑑みて医療提供施設での実習と医療提供施設以外での実習を想定

【薬学実践実習の運用】

・期間：１ユニット１週間として、合計８週間程度

・単位：他の科目の単位と明確に区別して設定

・就職（採用）活動と区別する：目的、内容が明確に異なる。

・実習費については、未検討

・主に臨床現場と協働した臨床をテーマとした研究は薬学実践実習とする。

・大学で行う非臨床研究は 薬学実践実習とはしない。



薬学実践実習の実施

医療提供施設での実践実習

・医療提供施設での薬学実践実習は、R４改訂コアカリ対応実務実習で修得した能力
の更なる向上を目指す実習である。

 R４改訂コアカリに記載されている「F 臨床薬学」の学修目標を実務実習で修得
した後、さらにその学修を深めることで、臨床における実践的な能力を高める。

 実務実習では時間や期間の制約上、十分に体験できなかった内容を医療現場等
でさらに実践、体験することで、医療や地域等への視野を広げ、薬剤師として求
められる基本的な資質・能力のレベルアップを図る。

・「臨床における実務実習に関するガイドライン」に準拠

・原則、「病院・薬局実務実習に対する基本的な考え方（施設要件等）について」を
満たしている施設で実施

・原則、認定実務実習指導薬剤師の指導の下で実施（連携・協力施設での実習も可）

・医療提供施設での実習は、原則、地区調整機構が調整を行う。



薬学実践実習の実施

医療提供施設以外での実践実習

(1) 行政・公的機関での実習

・医薬品事業所の監視指導や医療・薬事に関する許認可手続きなどの行政業務を
体験地方薬務行政機関や地域の保健所や薬剤師会での業務を体験

(2) 研究機関での実習

・創薬、臨床試験、品質管理などの研究業務や医薬品開発・治験関連機関での業
務を体験

(3) その他（医薬品卸などでの実習）

・医薬品流通管理、医薬品情報収集、緊急時対応や在庫管理などの業務を体験



【アンケートの目的】

・実践実習の実施に向けた現状把握

・国内医療提供施設については地区調整機構で調整を計画中マッチング体制の
構築の準備に向けて

・地区調整機構でのマッチングと体制の構築に活用
：調査結果は地区調整機構へフィードバック

【アンケートの対象】

・協議会本部から大学への調査

・地区調整機構を介して医療提供施設への調査（各地区調整機構でアレンジ可）

 ２回実施する予定

薬学実践実習に関するアンケート調査



【アンケート項目】（抜粋）

薬学実践実習に関するアンケート調査

・希望する実習内容（モデルコアカリの F-1～F-4 より該当領域を選択）

▹ F-1 薬物治療の実践（個別最適化など）

▹ F-2 他職種連携への参画・職能発揮

▹ F-3 医療マネジメント・医療安全（供給・DI・感染制御など）

▹ F-4 地域医療・公衆衛生（予防・健康支援・災害対応など）

▹ 独自の希望内容

・ 内容の概要 希望内容 期待する学修成果

・実践実習生の希望人数：１回 名 年間 名

・実習期間・時期
：基本ユニット＝１週間（１週～８週間程度）連続していなくても良い。

・実施時期
：５年生Ⅲ期以降～６年生Ⅳ期または各期の間の期間など

・各大学の準備状況、準備・計画の内容



ご清聴、ありがとうございました。
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